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規
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東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
九
号

東
京
都
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一

四
の
部
１２
の
３
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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１２
の
４

同

方
一
五
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

東
京
都
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度

受
理
証
明
書

用

総
務
局
人
権

部
事
業
推
進

担
当
課
長

別
表
第
一

四
の
部
１３
の
項
寸
法
の
欄
中
「
同
」
を
「
方
三
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
表
六

の
部
２１
の
１１
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２１
の
１２

同

方
一
五
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

東
京
都
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度

受
理
証
明
書

用

総
務
局
人
権

部
事
業
推
進

担
当
課
長

別
表
第
一

三
十
の
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
の
十
二

専
用
東
京
都
島

し
よ
保
健
所
長

印

５０
の
１８

同

同

島
し
よ
保
健

所
大
島
出
張

所
、
島
し
よ

保
健
所
三
宅

出
張
所
、
島

し
よ
保
健
所

八
丈
出
張
所

及
び
島
し
よ

保
健
所
小
笠

原
出
張
所
事

務
用

上
記
島
し
よ

保
健
所
各
出

張
所
の
副
所

長

別
表
第
二
中

「
１２の３

利用請求事務

東京都知事

専 用

」
を

「
１２の３

利用請求事務

東京都知事

専 用

１２の４

パートナーシップ

東京都知事

専 用

」
に
、

「
２１の９

削
除

」
を

「
２１の９

削
除

２１の１２

パートナーシップ

東京都知事
代 理 之 印

専 用

」
に
、

「
５０の１７

委託訓練事務

東京都立中央・城北職業
能力開発センター所長

再就職促進訓練室専用

」
を

「
５０の１７

委託訓練事務

東京都立中央・城北職業
能力開発センター所長

再就職促進訓練室専用

５０の１８

東京都島しよ保健所
何 出 張 所

東 京 都
島しよ保健所長

専 用

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
中
「
一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団

一
般
財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団
」
を
「
一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援

事
業
団
」
に
、
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会

」
を

「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
協
会

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団
」
に
、
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
」

を
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団

公
益
財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
一
号

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則

第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
第
二
号
中
「
、
同
法
第
六
十
六
条
」
を
「
又
は
同
法
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
「
又
は

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人

補
導
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
互
助
組
合
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号

東
京
都
職
員
互
助
組
合
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
互
助
組
合
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
東
京
都
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
五
号
中
「
の
あ
っ
せ
ん
及
び
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
事
業
」
を
「
及
び
融
資
の

あ
っ
せ
ん
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
十
七
」
を
「
十
八
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
四
号

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
九
百
」
に
、
「
一

万
分
の
一
万
三
千
七
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
三
千
四
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
一
万
分
の
二
万
二
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
分
の
二
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万
三
千
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
一
万
四
百
五
十
七

・
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
七
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
六

千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
一
万
五
百
七
十
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十

五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
一
万
分
の
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
四
百
九
十
九
」
を

「
一
万
分
の
七
千
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
六
千
七
・
五
」
を
「
一
万
分
の

五
千
七
百
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
五
千
百
十
七
・
五
」
を
「
一
万
分
の
四
千

八
百
九
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
一
万
分
の
五
千
百
七
十
五
」
を
「
一
万
分
の
四
千
九
百
五

十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
１
の
部
⑴
の
項
イ
中
「
生
活
安
全
総
務
課
」
を
「
人
身
安
全
対
策
課
」
に
改
め
、
同
項
ウ
中

「
生
活
安
全
総
務
課
」
の
下
に
「
、
人
身
安
全
対
策
課
」
を
加
え
、
「
、
少
年
育
成
課
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

施
行
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施

行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、

二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら

始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
六
号

東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
五

条
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第

十
一
条
」
に
、
「
婦
人
相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
六
号
㈠
中
「
又
は

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
」
を
「
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
水
平
投

影
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
七
号

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
工
事
完
了
届
」
を
「
完
了
届
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
別
記
第
四
号
様

式
の
二
、
別
記
第
四
号
様
式
の
五
、
別
記
第
四
号
様
式
の
六
」
を
削
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
の
六
ま
で
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
電
子
署
名
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号

東
京
都
電
子
署
名
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
電
子
署
名
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
第
一
項
中
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
戦
略
部
戦
略
課
長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
デ
ジ

タ
ル
戦
略
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
長
」
に
、
「
「
戦
略
課
長
」
を
「
「
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
長
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
戦
略
課
長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
指
定

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
九
号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
係
る
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
指
定

等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
届
出
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
申
請
、
申
出
及
び
」
を
削
り
、
同

項
中
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
法
第
七
十
五
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十

九
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
五
条
の
五
並
び
に
旧
法
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
及
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び
事
業
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
届
出
並
び
に
」
を
削
り
、
「
第
百
五
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十

四
条
の
八
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
十

号
を
第
二
号
と
し
、
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十

一
号
」
を
「
法
第
七
十
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第
一
項

及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
開
設
許
可
、
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
（
法

第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四

条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
開
設
許
可
の
更
新
、
法
第
七
十
条
の
三
の
規

定
に
よ
る
指
定
の
変
更
、
法
第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
、

法
第
九
十
五
条
及
び
第
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
並
び
に
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
百

十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
に
係
る
許
可
」
に
、
「
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
」
を
「
法
第
七
十
一

条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
」
に
、
「
同
項
第

五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
」
を
「
法
第
七
十
五
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
九
条
、
第
百
十
三
条
及

び
第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
及
び
事
業
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
届
出
並
び
に

前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
届
出
、
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
の
届
出
並
び
に

前
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
旧
法
第
百
十
四
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
、
介
護
医
療
院
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
又
は
介
護
医
療
院
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
、
第
八
号
の
二
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
号
の
二
様
式
中
「協

力
病
院

」
を

「協
力
医
療
機
関

」
に
、
「同

条
第
２
項

」
を
「同

条
第
６
項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
別
記
第
八
号
様
式
、

第
八
号
の
二
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
一
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
備
考
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
号

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「印
」
を
削
り
、
「東

京
都
の
休
日
を
定
め
る
条
例

」
を
「東

京
都
の
休
日
に
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関
す
る
条
例

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「第

１
９
条
第
１
項

」
を
「第

２
１
条
第

１
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
〇
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
〇
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金

貸
付
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
号

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則

第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
、
同
法
第
六
十
六
条
」
を
「
又
は
同
法
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
「
又
は
売
春

防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人
補
導

院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
安
全
衛
生
管
理
者
等
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
訓
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
中
「
安
全
衛
生
推
進
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を

加
え
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生
推
進
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具

着
用
管
理
責
任
者
」
を
、
「
未
満
の
部
に
、
」
の
下
に
「
化
学
物
質
管
理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任

者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生
推
進
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管

理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を
、
「
未
満
の
事
務
所
に
、
」
の
下
に
「
化
学
物
質
管
理
者
、
保
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護
具
着
用
管
理
責
任
者
及
び
」
を
加
え
る
。

第
四
条
、
第
六
条
第
四
項
及
び
第
七
条
第
一
項
中
「
安
全
衛
生
推
進
者
」
の
下
に
「
、
化
学
物
質
管

理
者
、
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
中
「
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
四

化
学
物
質
管
理
者
は
、
省
令
第
十
二
条
の
五
に
定
め
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
五

保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
は
、
省
令
第
十
二
条
の
六
に
定
め
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

労
働
委
員
会
事
務
局

収
用
委
員
会
事
務
局

東
京
都
労
働
安
全
衛
生
保
護
具
措
置
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
訓
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
第
三
項
中
「
及
び
「
事
務
所
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
を
「
、
「
事
務
所
総
括
安
全
衛
生
管

理
者
」
及
び
「
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
に
、
「
及
び
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号
及
び
同
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
事
務
所
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
部
又
は
事
務
所
（
以
下
「
部

等
」
と
い
う
。
）
の
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
」
を
加
え
、
「
部
又
は
事
務
所
（
以
下
「
部
等
」
と
い

う
。
）
」
を
「
部
等
」
に
改
め
、
「
具
体
的
事
項
」
の
下
に
「
（
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
に
あ
つ
て

は
、
管
理
者
規
程
第
八
条
の
五
に
定
め
る
職
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
訓
令
第
五
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
一

一
の
部
三
の
項
中
「
及
び
業
務
配
分
」
を
「
、
業
務
配
分
及
び
人
材
育
成
」
に
改
め
、

同
表
二
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
各
職
場

の
執
行
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
職
員

の
能
力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的

確
な
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切

な
助
言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
に
挑
戦
さ
せ
る
な
ど
、

多
様
な
成
長
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

効
果
的
な
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
自
主
性
及
び
意

欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
連
携
を
促
し
、

各
職
場
の
執
行
力
を
最
大
化
さ
せ
る
組
織
づ
く
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り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

超
過
勤
務
の
縮
減
、
休
暇
取
得
の
促
進
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

徹
底
し
た
職
場
管
理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、

職
員
が
安
心
で
き
て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

別
表
第
一

三
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
織
運

営
力

一

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

職
員
の
挑
戦
や
組
織
の
変
革
を
促
し
つ
つ
、

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
職
員
の

能
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
個
々
の
能

力
、
経
験
、
状
況
等
を
よ
く
把
握
し
、
的
確
な

業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適
時
適
切
な
助

言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

二

人
材
育

成

職
員
の
能
力
、
経
験
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
等
を

踏
ま
え
、
困
難
な
業
務
へ
の
挑
戦
、
研
修
及
び

自
己
啓
発
の
奨
励
な
ど
、
多
様
な
成
長
の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
人
材
育

成
を
行
っ
て
い
る
。

三

組
織
及

び
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
活

性
化

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者
等

と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
意
見
や
ア
イ
デ

ア
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
職
員
の
自

主
性
及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の

連
携
を
促
し
、
職
員
の
能
力
発
揮
を
最
大
化
さ

せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

四

良
好
な

職
場
風
土

の
醸
成

個
々
の
職
員
の
状
況
に
応
じ
た
働
き
方
を
尊

重
し
、
超
過
勤
務
の
縮
減
及
び
休
暇
取
得
の
促

進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底
し
た
職
場
管

理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、
職
員
が
安
心
で
き

て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

別
表
第
二

一
の
部
三
の
項
中
「
及
び
業
務
配
分
」
を
「
、
業
務
配
分
及
び
人
材
育
成
」
に
改
め
、

同
表
二
の
部
四
の
款
一
の
項
及
び
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

組
織
運

営

一

部
の
責
任
者
と
し
て
、
収
益
力
の
強
化
、

コ
ス
ト
の
削
減
等
に
向
け
た
取
組
の
推
進
、

突
発
的
な
業
務
へ
の
対
応
等
柔
軟
で
効
率
的

な
組
織
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

二

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者

等
と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
自
主
性

及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
密

接
な
連
携
を
促
し
、
各
職
場
の
執
行
力
を
最

大
化
さ
せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

三

部
の
責
任
者
と
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
構
成
に

応
じ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
い
な
が
ら
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

を
徹
底
し
た
職
場
管
理
、
多
様
性
の
尊
重
な

ど
、
職
員
が
安
心
で
き
て
働
き
や
す
い
職
場

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

二

リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
ス
タ

ッ
フ
の
能
力
、
経
験
等
を
把
握
し
、
そ
の
適
性

を
考
慮
し
た
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適

時
適
切
な
助
言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

別
表
第
二

三
の
部
四
の
款
一
の
項
及
び
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

組
織
運

営

一

コ
ス
ト
に
係
る
意
識
の
徹
底
、
突
発
的
な

業
務
へ
の
対
応
等
柔
軟
で
効
率
的
な
組
織
運

営
を
行
っ
て
い
る
。

二

職
場
の
上
司
、
部
下
、
庁
内
外
の
関
係
者

等
と
円
滑
か
つ
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
自
主
性

及
び
意
欲
の
発
揮
並
び
に
関
係
部
署
と
の
密

接
な
連
携
を
促
し
、
職
員
の
能
力
発
揮
を
最

大
化
さ
せ
る
組
織
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

三

個
々
の
ス
タ
ッ
フ
の
状
況
に
応
じ
た
働
き

方
を
尊
重
し
な
が
ら
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底
し
た
職
場

管
理
、
多
様
性
の
尊
重
な
ど
、
職
員
が
安
心

で
き
て
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

二

リ
ー
ダ

組
織
を
一
体
感
あ
る
も
の
に
ま
と
め
、
ス
タ
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ー
シ
ッ
プ

ッ
フ
の
能
力
、
経
験
等
を
把
握
し
、
そ
の
適
性

を
考
慮
し
た
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
適

時
適
切
な
助
言
、
進
行
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
九
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
訓
令
甲
第
九
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
総
務
局
人
事
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
運
営
担
当
課
長
」
を
「
総
務
局
人
事
部
職
員
事
務

課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
取
扱

規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
訓
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
中
「
総
務
局
人
事
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
運
営
担
当
課
長
」
を
「
総
務
局
人
事
部
職
員
事
務

課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

東
京
都
支
庁
長
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
第
一
項
第
八
十
一
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
、
同
項
第
八
十
三
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、

「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
八
十
四
号

か
ら
第
八
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
十
五
号
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
へ
の
緊
急
対
策
に
係
る

小
笠
原
諸
島
生
産
物
貨
物
運
賃
補
助
金
交
付
要
綱
」
を
「
原
油
価
格
高
騰
等
緊
急
対
策
に
係
る
小
笠
原

諸
島
生
産
物
貨
物
運
賃
補
助
金
交
付
要
綱
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
二
号

庁

中

一

般
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支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情

報
処
理
指
導
主
任
は
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
は
、
局
の
Ｄ
Ｘ
推
進
主
管
課
と
連
携
し
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
電
子
情
報
処
理
の
促
進
及
び
改
善
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ

ス
の
普
及
啓
発
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
」
を

「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」

を
「
前
二
号
」
に
、
「
電
子
情
報
処
理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
三
号
と
す
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中
「
情
報
資
産
」
を
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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